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ュ
ー
ス 

全
関
労 

松
戸
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
（
市
立
病
院
）
は 

 

２
月
22
日
、
松
戸
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

（
市
立
病
院
）
は
組
合
員
を
含
む
３
名
（
看
護
師
、

事
務
ク
ラ
ー
ク
）
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対

し
、
３
月
末
で
の
雇
止
め
解
雇
を
通
告
し
て
き

た
。
30
年
に
わ
た
り
非
正
規
労
働
者
と
し
て
働

い
て
き
た
組
合
員
を
「
選
考
漏
れ
」
の
一
言
で
首

を
切
っ
て
き
た
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な

非
正
規
労
働
者
差
別
と
組
合
つ
ぶ
し
に
貫
か
れ

た
不
当
解
雇
を
断
じ
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
現
在
、
当
該
労
働
者
と
と
も
に
病
院
当
局
を

追
及
し
、
解
雇
撤
回
の
闘
い
を
進
め
て
い
る
。
闘

い
へ
の
協
力
・
支
援
を
訴
え
ま
す
。 

     

 

松
戸
市
立
病
院
分
会
は
結
成
（
１
９
９
１
年
３
月
）
以
来
、
非
正
規

女
性
労
働
者
の
権
利
獲
得
を
主
軸
に
据
え
て
活
動
し
て
き
た
。
そ
の
中

で
賃
上
げ
や
一
時
金
、
人
員
増
や
夏
期
休
暇
獲
得
な
ど
の
労
働
条
件
改

善
と
と
も
に
女
性
労
働
者
の
人
権
を
守
り
働
き
続
け
ら
れ
る
職
場
を

目
指
し
て
管
理
職
（
医
師
）
に
よ
る
暴
力
、
セ
ク
ハ
ラ
、
パ
ワ
ハ
ラ
を

根
絶
す
る
闘
い
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
こ
の
取
り
組
み
に
お
い
て
賃

金
・
一
時
金
の
積
み
上
げ
を
獲
得
し
、
夏
期
休
暇
に
つ
い
て
は
20
年
か

け
て
ゼ
ロ
か
ら
正
規
職
員
と
同
日
数
（
８
日
間
）
を
実
現
し
て
き
た
。 

 

非
正
規
女
性
労
働
者
の
権
利
確
立
を
目
指
し
て 

本日、3/25（木） 

抗議・申し入れ行動へ 

組
合
員
（会
計
年
度
任
用
職
員

）
の
首
切
り
を
撤
回
せ
よ 

 



                        

を 

  

こ
の
間
は
会
計
年
度
（
１
年
毎
）
で
解
雇
を
可
能
に
す
る
「
会
計
年

度
任
用
職
員
制
度
」
導
入
に
反
対
し
、
労
働
契
約
法
に
基
づ
く
無
期
転

換
を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
。
無
期
転
換
は
当
局
の
頑
な
な
姿
勢

の
前
に
実
現
で
き
な
か
っ
た
が
、
昨
年
の
「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
」

導
入
に
あ
た
っ
て
は
雇
用
の
継
続
と
当
局
の
都
合
で
フ
ル
タ
イ
ム
勤

務
か
ら
短
時
間
勤
務
へ
と
転
換
さ
せ
ら
れ
る
労
働
者
に
対
す
る
「
現
給

保
障
」
を
要
求
し
て
き
た
。
そ
し
て
昨
年
４
月
、
臨
時
労
働
者
全
員
が

「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
移
行
し
、
短
時
間
勤
務
に
転
換
さ
れ
た
労

働
者
に
つ
い
て
は
「
現
給
に
つ
い
て
は
当
該
労
働
者
が
退
職
す
る
ま
で

保
障
す
る
」
と
の
確
認
書
を
締
結
し
た
。 

  

一
貫
し
て
組
合
を
敵
視
し
て
き
た
病
院
当
局 

 
 

病
院
当
局
は
分
会
結
成
直
後
か
ら
組
合
を
嫌
悪
・
敵
視
し
、
不
誠
実

団
交
や
団
交
拒
否
を
繰
り
返
し
、
さ
ら
に
は
分
会
結
成
後
に
旗
揚
げ
し

た
市
職
労
病
院
支
部
と
の
先
行
交
渉
・
先
行
妥
結
を
も
っ
て
全
関
労
の

無
力
化
を
画
策
し
て
き
た
。 

 

そ
し
て
こ
こ
数
年
は
高
額
の
経
費
を
支
払
っ
て
経
営
法
曹
の
弁
護
士

を
雇
い
、
組
合
敵
視
政
策
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
き
た
。
団
交
拒
否

や
不
誠
実
団
交
は
い
う
に
及
ば
ず
、
２
０
１
８
年
に
は
再
任
用
短
時
間

勤
務
の
是
正
を
求
め
て
闘
っ
た
分
会
書
記
長
に
対
し
再
任
用
拒
否
解
雇

を
行
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
現
在
、
団
交
拒
否
や
不
誠
実
団
交
に
つ 

 

 

看
護
師
不
足
の
現
在
、
病
院
当
局
は
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
を

募
集
し
て
い
る
。
現
に
職
場
は
人
員
不
足
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず

当
局
は
ベ
テ
ラ
ン
の
看
護
労
働
者
を
解
雇
し
た
の
だ
。
今
回
の
解
雇

は
「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
」
が
非
正
規
公
務
労
働
者
を
い
つ
で

も
解
雇
で
き
る
制
度
で
あ
る
こ
と
を
満
天
下
に
明
ら
か
に
し
た
。
こ

の
こ
と
は
病
院
に
勤
務
す
る
２
３
４
名
の
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」

全
員
の
、
ひ
い
て
は
全
会
計
年
度
任
用
職
員
の
権
利
に
関
わ
る
重
大

な
問
題
で
あ
る
。 

解
雇
さ
れ
た
労
働
者
は
い
ず
れ
も
准
看
護
師
で
あ
る
。
准
看
制
度

は
、
戦
後
の
看
護
師
不
足
を
補
う
た
め
、
速
成
で
低
賃
金
の
看
護
労

働
者
を
確
保
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
。
人
手
不
足
の
時
は

資
格
に
関
係
な
く
看
護
職
を
採
用
し
て
き
た
病
院
当
局
は
、
診
療
報

酬
に
よ
る
配
置
基
準
に
よ
っ
て
、
も
う
け
に
直
結
し
な
い
准
看
労
働 

 

非
正
規
差
別
の
本
質
を
露
わ
に
し
た 

「

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

」 

准
看
差
別
・
組
合
つ
ぶ
し
の
「

不
採
用

」
＝ 

不
当
解
雇
を
撤
回
す
る
ぞ 

 

 

短
時
間
勤
務
転
換
者
に
現
給
保
障
を
獲
得 

い
て
東
京
都
労
働
委
員
会
に
お
い
て
不
当
労
働
行
為
事
件
を
係
争

し
て
い
る
。
こ
の
23
日
に
は
証
人
尋
問
が
行
わ
れ
、
命
令
獲
得
に
向

け
て
山
場
を
迎
え
て
い
る
。 

 



                          

者
を
こ
と
あ
る
ご
と
に
排
除
し
、
退
職
に
追
い
込
ん
で
き
た
。 

今
回
の
解
雇
は
、
准
看
護
師
を
正
看
護
師
に
置
き
換
え
る
た
め
に
看

護
師
配
置
の
人
員
構
成
を
変
え
た
と
い
う
、
明
ら
か
に
准
看
差
別
・
排

除
に
基
づ
い
た
人
権
侵
害
の
不
当
解
雇
で
あ
る
。
解
雇
さ
れ
た
組
合
員

は
フ
ル
タ
イ
ム
の
非
正
規
労
働
者
と
し
て
30
年
間
勤
務
し
、
「
非
正
規

労
働
者
の
中
で
唯
一
の
公
然
組
合
員
と
し
て
病
院
移
転
合
理
化
や
無

期
転
換
な
ど
で
団
交
に
出
席
し
て
病
院
当
局
と
対
決
し
て
き
た
。
そ
の

組
合
員
を
会
計
年
度
任
用
職
員
に
移
行
し
て
１
年
目
で
「
選
考
漏
れ
」

の
一
言
で
首
を
切
っ
て
き
た
の
だ
。 

当
局
は
３
月
11
日
の
団
交
の
席
上
、「
選
考
漏
れ
」
の
理
由
と
し
て
、

誰
に
で
も
あ
る
よ
う
な
「
ち
ょ
っ
と
し
た
ミ
ス
」
を
あ
げ
つ
ら
い
、
監

視
体
制
を
と
っ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
「
ミ
ス
」
に
つ
い
て
管
理
職
は
、

当
該
労
働
者
に
注
意
し
た
り
指
導
し
た
り
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
注

意
し
た
り
指
導
し
た
り
す
る
よ
う
な
事
柄
で
は
な
い
の
だ
。
組
合
員
が

こ
れ
ま
で
「
注
意
指
導
」
や
患
者
か
ら
の
苦
情
も
な
く
、
勤
怠
も
良
好

で
あ
る
こ
と
を
病
院
・
看
護
局
と
も
認
め
た
。
そ
こ
で
あ
わ
て
た
当
局

は
組
合
に
向
か
っ
て
「
休
憩
を
と
っ
て
本
人
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
」

と
事
実
確
認
さ
え
も
行
わ
な
い
全
く
恣
意
的
な
「
選
考
」
に
よ
る
解
雇

で
あ
る
こ
と
を
自
ら
暴
露
し
た
。 

こ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
ま
さ
に
准
看
護
師
で
あ
る
組

合
員
の
存
在
を
嫌
悪
し
、
組
合
の
弱
体
化
・
壊
滅
を
目
論
ん
だ
不
当
極

ま
り
な
い
首
切
り
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。 

わ
れ
わ
れ
は
今
、
団
交
で
当
局
を
追
及
す
る
と
と
も
に
松
戸
市
（
市

長
）
へ
の
申
し
入
れ
や
ビ
ラ
情
宣
・
署
名
な
ど
で
組
合
つ
ぶ
し
の
不
当

解
雇
の
撤
回
を
訴
え
、
早
期
の
解
雇
撤
回
・
職
場
復
帰
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
闘
い
へ
の
協
力
・
支
援
を
訴
え
ま
す
。 

 

 

 
  

改
悪
地
方
公
務
員
法
な
ど
に
基
づ
き
、
昨
年
４
月
か
ら
公
務
職
場

に
導
入
さ
れ
た
制
度
で
そ
れ
ま
で
様
々
な
雇
用
形
態
で
働
い
て
い
た

非
正
規
公
務
労
働
者
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
、
す
な
わ
ち
「
公

務
員
」
と
し
て
任
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
非
常
勤
職
員
に
も
ボ
ー

ナ
ス
が
出
る
。
処
遇
改
善
。
」
等
の
前
宣
伝
で
導
入
さ
れ
た
が
、
最

大
の
問
題
点
は
「
任
用
が
会
計
年
度
毎
」
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

雇
用
期
間
１
年
で
解
雇
（
任
用
拒
否
）
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

の
た
め
非
正
規
公
務
労
働
者
が
加
入
す
る
労
働
組
合
な
ど
で
は
、
会

計
年
度
任
用
職
員
制
度
導
入
に
反
対
し
、
導
入
さ
れ
た
場
合
の
雇
用

の
継
続
・
安
定
を
要
求
し
て
き
た
。
こ
の
取
り
組
み
に
お
い
て
、
「
雇

用
年
限
」
の
導
入
撤
廃
を
か
ち
と
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

 

総
務
省
調
査
で
は
、
２
０
２
０
年
４
月
１
日
現
在
、
非
正
規
公
務

員
の
全
体
数
は
１
１
２
万
５
７
４
８
人
で
、
す
べ
て
の
地
方
公
務
員

の
約
３
割
、
こ
の
う
ち
町
村
は
47
・
１
％
、
市
区
は
43
・
５
％
で
、

最
も
住
民
に
身
近
で
あ
る
市
区
町
村
の
職
員
の
半
分
近
く
が
非
正
規

公
務
員
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
約
８
割

が
女
性
（
女
性
４
７
６
，
４
０
３
人
（
76
・
６
％
）
、
男
性
１
４
５
，

９
０
３
人
（
23
・
４
％
）
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。 

 

責
任
は
正
規
並
み
、
実
態
は
低
賃
金
、
不
安
定
雇
用
を
一
層
促
進

す
る
の
が
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
で
あ
る
。
松
戸
市
立
総
合
医
療

セ
ン
タ
ー
の
解
雇
は
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
お
り
、
外
に
も
解

雇
者
（
任
用
拒
否
）
が
出
て
い
る
。
非
正
規
公
務
労
働
者
を
使
い
捨

て
る
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
は
即
刻
廃
止
し
よ
う
。 

会

計

年

度

任

用

職

員

制

度

と

は 



                          

時
給
１
５
０
０
円
か
ち
と
ろ
う 

「

働
き
方
改
革

」
を
打
破
し
よ
う 

 
 
 

▼
全
関
労
第
１
０
０
回
臨
時
大
会
▲ 

病
院
・
市
役
所
抗
議
・
申
し
入
れ
行
動 

★
３
月
25
日
（
木
） 

 
 

午
前
10
時 

医
療
セ
ン
タ
ー 

 
 

午
前
11
時
30
分 

市
役
所 

 
 

 
 

組
合
は
午
前
８
時
か
ら
ビ
ラ
情
宣 

 

金
銭
解
決
制
度
導
入
な
ど
労
働
法
制
改
悪
を
画
策
し
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 

 

政
府
・
独
占
資
本
の
攻
撃
は
、
憲
法
改
悪
・
天
皇
制
強
化
、
日
米
安

保
・
軍
事
基
地
強
化
、
軍
事
予
算
拡
大
と
社
会
保
障
費
の
削
減
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
デ
ジ
タ
ル
改
革
に
よ
る
管
理
・
監
視
体
制
の
強
化
、

そ
し
て
労
働
組
合
に
対
す
る
刑
事
・
民
事
弾
圧
の
強
化
な
ど
全
領
域
に

わ
た
っ
て
い
る
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
ま
ん
延
し
、
「
緊
急
事
態
宣
言
」
で
労
働
者
・

労
働
組
合
の
権
利
が
抑
制
さ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
労
働
組
合
こ
そ
が
そ

の
先
頭
に
た
っ
て
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
状
況
は
厳
し
い
が
、
団

結
を
固
め
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
政
府
・
独
占
資
本
の
攻
撃
と
対
峙
し
、

生
存
権
獲
得
の
闘
い
を
進
め
よ
う
。
闘
い
の
中
か
ら
労
働
者
民
衆
の
未

来
を
切
り
開
こ
う
。 

 

 

２
月
28
日
、
全
関
労
第
１
０
０
回
臨
時
大
会
が
「
ス
ペ
ー
ス
全
関
労
」

に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。 

 

当
日
の
大
会
に
お
い
て
、
①
時
間
給
を
１
５
０
０
円
に
引
き
上
げ
る

こ
と
、
１
５
０
０
円
を
超
え
て
い
る
場
合
は
２
０
０
円
引
き
上
げ
る
こ

と
、
②
夏
期
一
時
金
を
80
万
円
支
給
す
る
こ
と
、
80
万
円
を
超
え
て
い

る
場
合
は
一
律
10
万
円
を
加
算
す
る
こ
と
、
③
一
日
の
所
定
労
働
時
間

を
７
時
間
、
週
35
時
間
と
す
る
こ
と
、
④
有
期
雇
用
・
間
接
雇
用
を
廃

止
す
る
こ
と
、
⑤
正
規
、
非
正
規
な
ど
雇
用
形
態
に
関
わ
り
な
く
同
一

労
働
同
一
賃
金
と
す
る
こ
と
、
な
ど
の
春
闘
要
求
を
決
定
し
、
ス
ト
ラ

イ
キ
権
を
確
立
し
た
。 

◆ 

 

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
拡
大
し
「
緊
急
事
態
宣
言
」
が
発
令
さ
れ
る

中
に
あ
っ
て
多
数
の
非
正
規
労
働
者
が
解
雇
さ
れ
、
何
の
生
活
保
障
も

な
く
放
り
出
さ
れ
て
い
る
。
特
に
非
正
規
女
性
労
働
者
の
状
況
は
深
刻

だ
。
菅
政
権
は
持
続
化
給
付
金
や
定
額
給
付
金
を
１
回
き
り
で
済
ま
せ
、

非
正
規
労
働
者
や
生
活
困
窮
者
を
見
殺
し
に
し
て
い
る
。 

 

そ
の
一
方
で
「
働
き
方
改
革
」
と
称
し
て
、
長
時
間
労
働
・
サ
ー
ビ

ス
残
業
を
強
制
す
る
「
テ
レ
ワ
ー
ク
」
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
や
業
務
委
託

に
よ
る
「
雇
用
契
約
に
よ
ら
な
い
働
き
方
」
、
解
雇
を
容
易
に
す
る
「
ジ

ョ
ブ
型
雇
用
」
な
ど
を
推
進
し
、
さ
ら
に
裁
量
労
働
制
拡
大
、
解
雇
の 

 


